
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年４月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２９年１２月１１日 １７時１５分ごろ 

発生場所 山口県下関市蓋
ふたお

井
い

島漁港 

 蓋井島灯台から真方位０７３°５１０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０６.０′ 東経１３０°４７.３′） 

事故の概要 旅客船蓋
ふた

井
おい

丸は、着岸作業中、係留中の漁船光
こう

漁
りょう

丸、漁船光
こう

漁
りょう

丸、プレジャーボート帆
ほの

花
か

、漁船海生
かいせい

及び漁船翼
つばさ

に衝突した。 

事故等調査の経過 平成２９年１２月１２日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 旅客船 蓋井丸、４９トン 

   １３４６１５、山口県下関市 

Ｂ 漁船 光漁丸、３.５トン 

ＹＧ３－５６６１６（漁船登録番号）、個人所有 

Ｃ 漁船 光漁丸、１.３８トン 

ＹＧ３－４５２０２（漁船登録番号）、個人所有 

Ｄ プレジャーボート 帆花、５トン未満 

第２９１－３５６５０号（船舶検査済票の番号）、個人所有 

Ｅ 漁船 海生、０.４トン 

ＹＧ３－５６６１３（漁船登録番号）、個人所有 

Ｆ 漁船 翼、０.４トン 

ＹＧ３－５０２３２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

機関長Ａ、三級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｃ 右舷船首部のたつ
．．

が脱落 

Ｄ プロペラ翼に擦過傷、右舷船尾部のアンカーローラー土台に曲損 

Ｅ 船外機クランプに折損 

Ｆ プロペラ翼に擦過傷 

祚 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

日没時刻：１７時０７分 

山口県下関市には、１２月１０日１６時１６分に波浪注意報、１１

日１６時５５分に風雪注意報がそれぞれ発表されており、本事故時も

継続中であった。 



 

事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａほか１人が乗り組み、旅客２人を乗

せ、蓋井島漁港に向けて下関市吉見漁港を出港した。 

船長Ａは、出港するまで北西８m/s で安定していた風が増勢し、蓋

井島漁港の防波堤の外で北東１５m/s を確認したが、北東風なら着岸

時に風を船尾から受ける上、港内では風が収まるので、操船に影響し

ないと思い、入港することとした。 

Ａ船は、専用岸壁に入船右舷着けとする操船中、岸壁に並んで行き

あしを停止し、船首索をとった後、岸壁側から北西の突風を受けて船

尾が圧流され、Ａ船の左舷中央部が無人で係留中のＢ船、Ｃ船、Ｄ

船、Ｅ船及びＦ船のそれぞれ船尾部に衝突した。 

Ａ船は、船尾索をとって専用岸壁に着岸した。 

船長Ａは、北寄りの強い風が吹くとき、蓋井島漁港では風向が変化

することを知っていた。 

機関長Ａは、船尾で船尾索を掴
つか

んだが、船尾が圧流されて同索が張

ったので支えきれずに手を放し、船尾索をビットにとることができな

かった。 

Ａ船は、蓋井島漁港で係留する際、専用岸壁のビットに固定された

ロープを使用していた。 

Ａ船の運航会社が定めた安全管理規程中の運航基準には、航行中に

風速が１５m/s 以上に達するおそれがあると認める場合、発航を中止

することが規定されていた。 

分析 Ａ船は、蓋井島漁港の専用岸壁に入船右舷着けで着岸作業中、突風

を受けたことから、船尾が圧流されて港内に係留中のＢ船、Ｃ船、Ｄ

船、Ｅ船及びＦ船に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、日没後の薄明時、Ａ船が、蓋井島漁港の専用岸壁に入船

右舷着けで着岸作業中、突風を受けたため、船尾が圧流されて港内に

係留中のＢ船、Ｃ船、Ｄ船、Ｅ船及びＦ船に衝突したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・発航時に運航基準の範囲内の風速であっても、発航中止基準に達

するような強風が予想される場合は、発航を中止することが望ま

しい。 

 


